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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サム軸が挿通されてなる挿通孔を有してなるサム座と、
　前記サム座の前面から前方に突設されると共に前記サム座の前面に対して略垂直な摘み
面を有し、前記サム軸と共に軸回転可能に取付けられてなる摘みと、
　前記摘み面に設けられてなるボタンと、
　前記ボタンよりもサム軸の軸中心側において前記サム軸に沿って後方に延設される腕部
材と、
　前記腕部材の後端部を構成し、前記サム軸の外周面に設けられてなる係止溝に前後方向
に摺動可能に嵌め込まれてなると共に、前記係止溝から径方向外方に突出してなるロック
用突出部を有するロックピースと、
　前記サム軸が貫通されてなる貫通孔、及び前記ロック用突出部を前方向から嵌め込み可
能に形成されたロック溝を有し、前記サム座に固定されてなるサム座軸受と、
　前後方向に斜めに切り込まれた切り欠き、及び当該切り欠きに入出可能な摺動突部によ
って構成されてなると共に、前記摘みの内部において前記ボタン及び前記腕部材を係合可
能とする係合部と、を備え、
　前記ボタンを押し込むと、前記係合部は、前記摺動突部を前記切り欠きの解放端から奥
端へ向かって摺動させながら前記腕部材を前方へ移動させると共に、前記ロック用突出部
を前記ロック溝から脱離させる
ことを特徴とする防犯サムターン。
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【請求項２】
　前記係止溝の後端内面が、前記サム軸を解錠する方向に軸回転させると、前記ロック用
突出部を前方に押し可能なカム面に形成され、
　前記サム軸を解錠する方向に軸回転させると、前記カム面が前記ロック用突出部を前方
に押し出して前記ロック溝から離脱させる
ことを特徴とする請求項１に記載の防犯サムターン。
【請求項３】
　前記切り欠きは、前記ボタンのサム軸の軸中心側の端面に前記解放端を有して前記摘み
面に向かって形成されてなる
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の防犯サムターン。
【請求項４】
　前記ボタンが、前記摘みにおいて前記サム軸を挟んで設けられてなる一対の前記摘み面
のそれぞれに設けられてなる第一ボタン及び第二ボタンによって構成されてなる
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の防犯サムターン。
【請求項５】
　前記切り欠きが、前記第一ボタン及び前記第二ボタンのそれぞれに設けられてなる
ことを特徴とする請求項４に記載の防犯サムターン。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉に取り付けて使用する防犯サムターンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、サムターン回しによる不法な住居侵入を防止するため、サムターン回し防止
機構を備えた防犯サムターンが開発されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６-１９３９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来技術はサムターン回し防止機構を付加するため、サムターンが大型化し、
扉面からの突出部分を大きくせざるを得ないという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで、上記課題を解決する手段として本発明に係る防犯サムターンは、サム軸が挿通
されてなる挿通孔を有してなるサム座と、前記サム座の前面から前方に突設されると共に
前記サム座の前面に対して略垂直な摘み面を有し、前記サム軸と共に軸回転可能に取付け
られてなる摘みと、前記摘み面に設けられてなるボタンと、前記ボタンよりもサム軸の軸
中心側において前記サム軸に沿って後方に延設される腕部材と、前記腕部材の後端部を構
成し、前記サム軸の外周面に設けられてなる係止溝に前後方向に摺動可能に嵌め込まれて
なると共に、前記係止溝から径方向外方に突出してなるロック用突出部を有するロックピ
ースと、前記サム軸が貫通されてなる貫通孔、及び前記ロック用突出部を前方向から嵌め
込み可能に形成されたロック溝を有し、前記サム座に固定されてなるサム座軸受と、前後
方向に斜めに切り込まれた切り欠き、及び当該切り欠きに入出可能な摺動突部によって構
成されてなると共に、前記摘みの内部において前記ボタン及び前記腕部材を係合可能とす
る係合部と、を備え、前記ボタンを押し込むと、前記係合部は、前記摺動突部を前記切り
欠きの解放端から奥端へ向かって摺動させながら前記腕部材を前方へ移動させると共に、



(3) JP 6734523 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

前記ロック用突出部を前記ロック溝から脱離させることを特徴とする。
【０００６】
　また、前記係止溝の後端内面が、前記サム軸を解錠する方向に軸回転させると、前記ロ
ック用突出部を前方に押し可能なカム面に形成され、前記サム軸を解錠する方向に軸回転
させると、前記カム面が前記ロック用突出部を前方に押し出して前記ロック溝から離脱さ
せることとしても好ましい。
【０００７】
　さらに、前記切り欠きは、前記ボタンのサム軸の軸中心側の端面に前記解放端を有して
前記摘み面に向かって形成されてなることとしても好ましい。
【０００８】
　さらにまた、前記切り欠きは、前記ボタンのサム軸の軸中心側の端面に前記解放端を有
して前記摘み面に向かって形成されてなることとしても好ましい。
【０００９】
　また、前記ボタンが、前記摘みにおいて前記サム軸を挟んで設けられてなる一対の前記
摘み面のそれぞれに設けられてなる第一ボタン及び第二ボタンによって構成されてなるこ
ととしても好ましい。
【００１０】
　さらに、前記切り欠きが、前記第一ボタン及び前記第二ボタンのそれぞれに設けられて
なることとしても好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、係合部が摘み内部に収容することができるため、従来のサムターン回
し防止機構を備える防犯サムターンよりもサム座の厚みを薄くすることができる。これに
より、扉面からの突出部分が小さい防犯機能のないサムターンに用いられる厚みの薄いサ
ム座を流用することができる。さらに、従来の防犯サムターンよりもサムターンの小型化
を実現することができる。
【００１２】
　また、ボタンが、摘みにおいてサム軸を挟んで設けられてなる一対の摘み面のそれぞれ
に設けられてなることにより、第一ボタン及び第二ボタンを互いに突き合う方向に押さな
ければ扉錠を解錠させることができないようにすることができる。このような構成によれ
ば、ボタンが一方の摘み面にのみ設けられてなる場合によりもサムターン回しが困難な防
犯サムターンを実現することができる。
【００１３】
　さらに、前記第一係合部及び第二係合部を備えることにより、第一ボタン及び第二ボタ
ンのうち、一方のボタンのみを押しただけではロック用突出部をロック溝から脱離させな
いようにすることができる。これにより、防犯機能をさらに高めた防犯サムターンを実現
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１の全体斜視図である。
【図２】防犯サムターン１を構成するサム座２、サム軸３、及び摘み５を分解した様子の
全体を示す分解斜視図である。
【図３】サム軸３と腕部材１３を分解した分解斜視図を示す。
【図４】摘み５及びサム軸３をサム座２から抜き取った様子を示す斜視図である。
【図５】ボタン８を押した状態の摘み５の様子を示す斜視図である。
【図６】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした様子を
示す斜視図である。
【図７】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１の右側面図である。
【図８】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１のＡ－Ａ断面図である。
【図９】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１のＢ－Ｂ断面図である。
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【図１０】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１のＣ－Ｃ断面図である。
【図１１】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１のＤ－Ｄ断面図である。
【図１２】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１のＥ－Ｅ断面図である。
【図１３】ボタン８が押されていない状態の防犯サムターン１のＦ－Ｆ断面図である。
【図１４】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１の右側面図である。
【図１５】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１のＧ－Ｇ断面図である。
【図１６】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１のＨ－Ｈ断面図である。
【図１７】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１のＩ－Ｉ断面図である。
【図１８】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１のＪ－Ｊ断面図である。
【図１９】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１のＫ－Ｋ断面図である。
【図２０】ボタン８が押された状態の防犯サムターン１のＬ－Ｌ断面図である。
【図２１】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１の右側面図である。
【図２２】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１のＭ－Ｍ断面図である。
【図２３】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１のＮ－Ｎ断面図である。
【図２４】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１のＯ－Ｏ断面図である。
【図２５】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１のＰ－Ｐ断面図である。
【図２６】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１のＱ－Ｑ断面図である。
【図２７】シリンダー側からサム軸３を軸回転させて摘み５を解錠可能な状態とした防犯
サムターン１のＲ－Ｒ断面図である。
【図２８】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１の右側面図である
。
【図２９】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１のＳ－Ｓ断面図で
ある。
【図３０】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１のＴ－Ｔ断面図で
ある。丸囲み内には、第一ボタン８ａのみを押し込もうとした場合に、傾斜板３８ａの前
面が切り欠き４６ｂの解放端４７ｂに当接して切り欠き４６ｂ内への進入が制限される様
子の拡大図を示す。
【図３１】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１のＵ－Ｕ断面図で
ある。
【図３２】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１のＶ－Ｖ断面図で
ある。
【図３３】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１のＷ－Ｗ断面図で
ある。
【図３４】ボタン８ａのみを押し込もうとした状態の防犯サムターン１のＸ－Ｘ断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る実施の形態を、図を参照しながら詳しく説明する。なお、本明細書
及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　図１は、解錠状態の防犯サムターン１の全体斜視図である。図示しない扉面に対して、
ネジ止め可能なサム座２を、サム軸３が後方から前方へ突き抜けて挿通されてなり、サム
座２の前面４には摘み５が突設されてなる。
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【００１７】
　摘み５は、サム座２の前面４に対して略垂直な摘み面６を有する中空のケース７を備え
てなり、摘み面６は施錠状態において水平とされている。また、本実施の形態において、
摘み面６は、サム軸３を挟んで一対の摘み面６ａ、６ｂが設けられてなる。
【００１８】
　摘み面６ａ、６ｂのそれぞれには第一ボタン８ａ、第二ボタン８ｂが設けられてなる。
以下、第一ボタン８ａ、及び第二ボタン８ｂを合わせてボタン８という場合がある。ボタ
ン８は、摘み面６に対して押し込むことができる。
【００１９】
　扉を施解錠しようとする者は、摘み５を軸回転させることによってサム軸３も軸回転さ
せることができ、サム軸３に接続された図示しない扉錠の施錠状態と解錠状態を切り替え
ることができる。
【００２０】
　サム座２は、前面４に設けられたネジ穴２ａ、２ｂに挿し入れたネジによって扉面に固
定することができる。
【００２１】
　図２は、防犯サムターン１を構成するサム座２、サム軸３、及び摘み５を分解した様子
の全体を示す分解斜視図である。
【００２２】
　サム軸３は、サム軸基部９の前端に、サム軸基部９よりも径の細いサム軸柱１０が螺合
された棒体状に構成されてなる。サム軸柱１０には、サム軸３の軸方向に沿って前後に摺
動可能に設けられてなるスライドピース１１及びロックピース１２が互いに前後方向に連
結されて腕部材１３を構成してなる。
【００２３】
　図３には、サム軸３と腕部材１３を分解した分解斜視図を示す。
【００２４】
　スライドピース１１は、サム軸３の左右の周面に沿って摺動する棒体状の一対のスライ
ド腕部１４、１４が、サム軸柱１０を挿通可能なスライドピースガイド環１５によって連
結されて一体に成形されてなる。
【００２５】
　ロックピース１２は、サム軸３の左右の周面に沿って摺動する棒体状の一対のロック腕
部１６、１６が、サム軸柱１０を挿通可能なロックピースガイド環１７によって連結され
て一体に成形されてなる。
【００２６】
　スライドピース１１を構成するスライド腕部１４の後端部には後端連結爪１８が形成さ
れ、ロックピース１２を構成するロック腕部１６，１６の前端部には後端連結爪１８と互
いに係合可能な前端連結爪１９が形成されてなり、後端連結爪１８と前端連結爪１９とが
係合されてスライドピース１１とロックピース１２とが一体に連動する腕部材１３を構成
してなる。
【００２７】
　また、サム軸柱１０にはつる巻バネからなるロックバネ２１が装着されてなる。ロック
バネ２１の後端は、ロックピースガイド環１７の前面に当接されてなり、ロックバネ２１
の前端は、サム軸柱１０の中間部が拡径して形成されてなる段差面２０に当接されてなる
。このような構成により、腕部材１３には、ロックバネ２１によって常に後方へ押し付け
られる向きに力が加えられる。
【００２８】
　なお、ロックピースガイド環１７は、開口径がロックバネ２１の外径よりも小さく形成
されてなることによって、サム軸柱１０を挿通可能であると共に、ロックバネ２１の後端
がロックピースガイド環１７の前面に当接可能に形成されてなる。
【００２９】
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　一方、スライドピースガイド環１５は、開口径がロックバネ２１の外径よりも大きく形
成されてなり、スライドピース１１がサム軸３に沿って摺動しても、スライドピースガイ
ド環１５がロックバネ２１に干渉しない。さらに、スライドピースガイド環１５は、サム
軸柱１０の拡径部分２２の外径よりも大きく形成されて、スライドピース１１がサム軸３
に沿って摺動する場合に、拡径部分２２の周面に対面する範囲内で動くことによって、ロ
ックバネ２１への干渉をより効果的に回避しつつスライドピース１１のガイド機能を発揮
する。
【００３０】
　図３に示すように、サム軸基部９の外周面には、ロック腕部１６，１６が前後方向に摺
動可能に嵌め込み可能な係止溝２３，２３が形成されてなる。ロック腕部１６，１６の後
端部には、図２に示すように、係止溝２３，２３に嵌め込まれた状態で、当該係止溝２３
，２３から径方向外方に突出してなるロック用突出部２４，２４が形成されてなる。
【００３１】
　図２に示すように、サム座２の中央にはサム座軸受２５を嵌め込んで固定することがで
きる固定凹部２６と、固定凹部２６の中央部を貫通してサム軸３を挿通可能に形成された
挿通孔２７とが形成されてなる。
【００３２】
　サム座軸受２５は、図４に示すように、サム軸３を貫通可能に形成されてなる貫通孔２
８、及びロック用突出部２４，２４を前方向から嵌め込み可能に形成されたロック溝２９
，２９を有する円環状に形成された部材であり、前端面から外周方向に延出してなる鍔３
０が形成されてなる。
【００３３】
　固定凹部２６の内側面には、左右に対面する位置に、回転防止溝３１，３１が形成され
てなり、サム座軸受２５の左右の外周面から突設されてなる回転防止突部３２，３２を嵌
め込むことによって、固定凹部２６に嵌め込まれたサム座軸受２５が回動しないように固
定することができる。
【００３４】
　図２に示すように、ロック溝２９，２９は、ロック腕部１６，１６と、それぞれ前後方
向に対向する位置に設けられてなり、サム座軸受２５の前面から内周面にかけて切り欠き
構造に形成されてなる。
【００３５】
　サム座軸受２５の前面と対面する位置には、サムピースガイド３３が設置されている。
サムピースガイド３３の後端部は、環状の円盤３４が形成されてなる。円盤３４の前面に
はサム軸基部９の周面に沿って形成された円弧状板体のガイド板３５が上下に分割して前
方に突設されてなる。ガイド板３５が分割されてなる左右端部は、それぞれ径方向外方に
屈曲された屈曲部からなるロックピースガイド３６に形成されてなる。ロックピースガイ
ド３６は、前後方向に摺動するロックピース１２の軸回転を抑制する機能を備える。
【００３６】
　スライドピース１１のスライド腕部１４，１４の外側面には、外方に突設されてなる摺
動突部３７，３８が設けられてなる。
【００３７】
　図２において、サム座２の前面に向かって右手方向に突設されてなる摺動突部３７は、
上方から下方に向かうに従って前方から後方に傾斜してなる傾斜板３７ａ、及び傾斜板３
７ａの外側面から下方に屈曲されてなる係合ガイド３７ｂによって構成されてなる。
【００３８】
　また図２において、サム座２の前面に向かって左手方向に突設されてなる摺動突部３８
は、上方から下方に向かうに従って後方から前方に傾斜してなる傾斜板３８ａ、及び傾斜
板３８ａの外側面から上方に屈曲されてなる係合ガイド３８ｂによって構成されてなる。
【００３９】
　図２に示すように、第一ボタン８ａ及び第二ボタン８ｂは、サム軸柱１０の軸中心Ｙを
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対称軸として、サム軸柱１０の上側と下側とに配置されてなる。第一ボタン８ａ及び第二
ボタン８ｂには、それぞれバネ取付柱３９，３９、及びバネ受け４０，４０を備えてなり
、互いのバネ取付柱とバネ受けとを向かい合わせとなる位置において、バネ取付柱にバネ
４１，４１を装着させると共に、バネ受け４０，４０に挿し込まれてなる。バネ４１，４
１は、ボタン８を押し込む力に対して抵抗する向きに力を加え、押し込まれたボタン８か
ら押し込む力が解放されると元の位置へ押し戻す。
【００４０】
　ボタン８は、図２に示すように、指で直接触れながら軸中心Ｙに向かって押し込む押込
み凸部４２（４２ａ、４２ｂ）と、押込み凸部４２の軸中心Ｙ側の端部周面から延出して
なる止め板４３（４３ａ、４３ｂ）によって構成されてなる。
【００４１】
　図２に示すように、ケース７の摘み面６には凸部４２の上部が外部に突出可能なボタン
穴４４（４４ａ、４４ｂ）が形成されてなる。止め板４３は、それぞれのボタン穴４４よ
りも大きな外縁形状を備えている。これにより、押し込む力が解放されたボタン８を、止
め板４３が摘み５の内側面に当接してバネ４１，４１の力を止めることで、図１に示すよ
うに、ボタン穴４４から一定の高さ突出する位置に留めることができる。
【００４２】
　さらに、止め板４３から軸中心Ｙ側に対して垂直に延出してなる側壁４５（４５ａ、４
５ｂ）には、切り欠き４６（４６ａ、４６ｂ）が形成されてなる。切り欠き４６は、前後
に幅狭の直線状の切り欠きであり、側壁４５の軸中心Ｙ側の端縁に形成された解放端４７
（４７ａ，４７ｂ）から、それぞれのボタン８が装着された摘み５の摘み面６に向かうに
従って前方向、若しくは後方向に斜めに切り込んだ形状に形成されてなる。
【００４３】
　本実施の形態においては、図２に示すように切り欠き４６ａは、サム座２の正面に対し
て上側に配置された第一ボタン８ａの右側から下方向に延出してなる側壁４５ａに設けら
れてなる。切り欠き４６ａは、解放端４７ａから摘み面６ａに向かうに従って前方に向か
って斜めに切り込んだ形状に形成されてなる。
【００４４】
　一方、図２に示すように切り欠き４６ｂは、サム座２の正面に対して下側に配置された
第二ボタン８ｂの左側から上方向に延出してなる側壁４５ｂに設けられてなる。切り欠き
４６ｂは、解放端４７ｂから摘み面６ｂに向かうに従って前方に向かって斜めに切り込ん
だ形状に形成されてなる。
【００４５】
　摺動突部３７は、切り欠き４６ａと共に、第一ボタン８ａが押し込まれると傾斜板３７
ａが切り欠き４６ａの解放端４７ａから奥端４８ａへ向かって摺動する係合部４９ａを構
成する。一方、摺動突部３８は、切り欠き４６ｂと共に、第二ボタン８ｂが押し込まれる
と傾斜板３８ａが切り欠き４６ｂの解放端４７ｂから奥端４８ｂに向かって摺動する係合
部４９ｂを構成する。
【００４６】
　ケース７は、上下に分割されてなり、サム軸３の前端部、腕部材１３、及びボタン８を
内部に挟み込んで摘み５を構成する。ケース７の後端は解放されてなり、サムピースガイ
ド３３のガイド板３５を嵌め込むことができる。これにより、ロックピース１２のロック
腕部１６，１６の後端部を後方に向かって出没させることができる。なお、摘み５を形成
したケース７はネジ５０、５０によって固定される。
【００４７】
　また、サム軸基部９の上下面には円筒状のバネ穴５１、５１が形成されてなり、バネ穴
５１には小バネ５２、５２と、小バネ５２の外側端に設置されたクリックボール５３、５
３とが収容されてなる。ケース７の内面には窪み５４、５４が形成されてなり、クリック
ボール５３の外表面の一部を、小バネ５２に押し付けられながらはめこむことができる。
操作者がシリンダー側からサム軸３を軸回転させて施錠した際に、クリックボール５３が



(8) JP 6734523 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

窪み５４はまりこんだ時のクリック感が、操作者の指に伝わることで、施錠位置を確認す
ることができる。
【００４８】
　図２に示すように、サム軸基部９の中央部周面には止め輪５５を嵌め込む止め輪溝５６
が形成されてなる。サム座２の挿通孔２７を挿通されたサム軸３に、サム座２の後面から
ワッシャー５７及び止め輪５５を嵌め込んで、サム軸３がサム座２から抜け落ちることを
防止する。
【００４９】
　また、サム軸基部９の後端部の周面には、四方から軸中心に対して直角の面からなる鍵
溝５８が後端に向かって形成されてなり、後端面が十字型に形成されてなる。図示しない
扉錠のハブに、当該鍵溝５８が挿し入れられてサム軸３を軸回転させると、サム軸３の回
転力によって扉錠の施解錠を行うことができる。なお、サム軸３は摘み５を軸回転させる
場合の他、扉を挟んだ反対側に設けられたシリンダーに挿し込んだ鍵等によっても軸回転
させることができる。
【００５０】
　図７～図１３に示すように、ロック用突出部２４，２４がロック溝２９，２９に嵌め込
まれ、第一ボタン８ａと第二ボタン８ｂとが解放された状態においては、ロックバネ２１
がロックピース１２を後方へ押し付けている。この場合、第一ボタン８ａ及び第二ボタン
８ｂを押し込まずに摘み５を軸回転させようとしてもロック溝２９，２９に嵌め込まれた
ロック用突出部２４，２４の軸回転がサム座軸受２５によって制限される。そのため、サ
ム軸３を軸回転させることができず、施錠状態の扉錠を解錠させることはできない。
【００５１】
　また、本実施の形態においては、第一ボタン８ａ及び第二ボタン８ｂの両方を互いに突
き合う方向に押さなければ腕部材１３を前方に移動させて、ロック溝２９，２９からロッ
ク用突出部２４，２４を解放することができない。一方の摘み面６にのみボタン８が設け
られてなる場合には、ボタン８を押し下げるか、押し上げるかのいずれかの動作によって
のみロック用突出部２４，２４を解放することができる。
【００５２】
　しかし本実施の形態における構成によれば、ロック用突出部２４，２４を解放するため
に、一方の摘み面６にのみボタン８が設けられてなる場合よりも複雑な操作が必要となる
ため、サムターン回しがより困難で、防犯性の高い防犯サムターンを実現することができ
る。
【００５３】
　扉錠を解錠しようとする者が、第一ボタン８ａと第二ボタン８ｂとを同時に押し込むと
、図１４～図２０に示すように、摺動突部３７，３８がそれぞれ切り欠き４６ａ，４６ｂ
に沿って解放端４７ａ，４７ｂから奥端４８ａ，４８ｂに向かって摺動し、係合部４９ａ
，４９ｂが深く噛み合うことにより、腕部材１３を前方へ移動させる。これにより、図５
に示すように、ロック用突出部２４，２４を、ロック溝２９，２９から前方へ脱離させる
ことができる。従って、第一ボタン８ａと第二ボタン８ｂとを押し込むことにより、サム
軸３の軸回転への制限を解除することができる。
【００５４】
　また、第一ボタン８ａと第二ボタン８ｂとを押し込んだ状態であっても、ロックピース
１２のロック腕部１６，１６は、係止溝２３，２３には係っているため、摘み５を軸回転
させる力をサム軸３で伝達することができる。従って、第一ボタン８ａと第二ボタン８ｂ
とを押し込んだ状態で摘み５を軸回転させるとサム軸３を軸回転させることができ、施錠
されていた扉錠を解錠させることができる。
【００５５】
　次に、サム軸３が直接軸回転される場合の防犯サムターン１の動作について説明する。
【００５６】
　サム軸３が直接軸回転される場合の例として、サム座２が取り付けられてなる扉面とは
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反対側の扉面に設けられたシリンダーとサム軸３とが連結されてなる場合に、前記シリン
ダーに挿し込んだ鍵を軸回転させることによってサム軸３が軸回転される場合等が挙げら
れる。
【００５７】
　図２２に示すように、係止溝２３，２３の後端内面５９（５９ａ，５９ｂ）にはカム面
６０（６０ａ，６０ｂ）が形成されてなる。本実施の形態において、カム面６０ａは、後
端内面５９ａの下側隅部分に形成され、カム面６０ｂは、後端内面５９ｂの上側隅部分に
形成されてなる。カム面６０は、後端内面５９の中央平坦部よりも前方に傾斜する傾斜面
に形成されてなる。サム軸３を解錠する方向に軸回転させると、図６、及び図２１～図２
７に示すように、ロック用突出部２４，２４が前方に押し出されてロックピース１２をロ
ック溝２９，２９から離脱させる。さらに鍵を回し続けると、サム軸３の軸回転の制限を
超えて軸回転させることができ、施錠されていた扉錠を解錠させることができる。
【００５８】
　次に、本実施の形態において、第一ボタン８ａ、若しくは第二ボタン８ｂのいずれかの
みを押し込んだ場合の防犯機構について説明する。例として、第一ボタン８ａのみを押し
込もうとした場合の動作について、図に基づいて説明する。
【００５９】
　図２８～図３４に示すように、第一ボタン８ａのみを押し込もうとした場合、傾斜板３
７ａの前面が切り欠き４６ｂの解放端４７ｂに当接して切り欠き４６ｂ内への進入が阻害
される。このため、第一ボタン８ａのみを押し込もうとしても腕部材１３を前方へ摺動さ
せることができず、ロック用突出部２４を、ロック溝２９から脱離させることができない
。従って、第一ボタン８ａのみを押し込もうとしてもサム軸３の軸回転の制限を解除する
ことができない。なお、この場合、第一ボタン８ａは、ほとんどボタン穴４４ａには沈み
込まない。これは、第二ボタン８ｂのみを押し込もうとした場合であっても同様である。
【００６０】
　このような一方のボタン８のみを押し込もうとした場合にサム軸３の軸回転の制限を解
除できないようにするためには、ボタン８がサム軸３を挟んで設けられてなる一対となる
第一ボタン８ａ及び第二ボタン８ｂとから構成されてなることが好ましい。さらに、第一
ボタン８ａ及び第二ボタン８ｂには、それぞれ摺動突部３７，３８及び切り欠き４６ａ，
４６ｂに相当する構造が設けられ、それぞれのボタン８に設けられた摺動突部３７，３８
及び切り欠き４６ａ，４６ｂが互いに噛み合う係合部４９を構成することが好ましい。一
方のボタン８には摺動突部のみが設けられ、他方のボタン８には切り欠きのみが設けられ
る構造とした場合には、一方のボタン８のみを押し込もうとした場合にも容易に摺動突部
が切り欠き内へ進入し、サム軸３の軸回転の制限を解除できないようにする効果が十分得
られない可能性があるからである。
【００６１】
　特に、このような一方のボタン８のみを押し込もうとしてもサム軸３の軸回転の制限が
解除できないようにするために、傾斜板３７ａ，３８ａの前端に垂直面３７ｃ，３８ｃが
形成されてなることが好ましい。傾斜板３７ａ，３８ａの前端面に垂直面３７ｃ，３８ｃ
を設けることで、一方のボタン８を押し込もうとした場合に、傾斜板３７ａ，３８ａに対
応する解放端４７ａ，４７ｂに前記垂直面３７ｃ，３８ｃが当接することによって、前記
垂直面３７ｃ，３８ｃに対して直角方向となる前方への腕部材１３の移動を効果的に止め
ることができるからである。
【符号の説明】
【００６２】
　１　防犯サムターン
　２　サム座
　３　サム軸
　５　摘み
　７　ケース
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　８　ボタン
　１１　スライドピース
　１２　ロックピース
　１３　腕部材
　２１　ロックバネ
　２３　係止溝
　２４　ロック用突出部
　２５　サム座軸受
　２７　挿通孔
　２８　貫通孔
　２９　ロック溝
　３７　摺動突部
　３８　摺動突部
　４５　側壁
　４６　切り欠き
　４７　解放端
　４８　奥端
　４９　係合部
　５９　後端内面
　６０　カム面
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